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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

早良警察署協議会 
 

 開催年月日時 
 令和４年５月１９日 午後３時００分 から 

 令和４年５月１９日 午後４時００分 まで 

開 催 場 所  早良警察署４階会議室 

 

 

 

出 席 者 

警察署協議会  会長以下１３名 

公 安 委 員 金子公安委員 

警 察 署 

署長、副署長、会計管理官、地域管理官、刑事 

管理官、警備管理官、総務課長、生活安全課長、 

交通課長、事務局 

議 事 概 要 

 

（Ａ４） 

【会長挨拶（要旨）】 

○ 新型コロナウイルスの新規感染者が下げ止まりしている中、少しずつではある 

が、このような対面での会議が開催できる状況となったことを喜ばしく思ってい 

る。 

○ ４月２１日に福岡県警察本部で開催された「福岡県警察署協議会会長連絡会

議」に参加させていただいた。会議では、それぞれの地域に応じた活動が報告さ

れるなど非常に有意義な会議であり、今後の早良警察署協議会に参考にできれば

と感じている。 

○ 城南警察署との分割に伴い、今回から新協議会委員５名が委嘱された。 

○ 本日の協議会も有意義なものにしていきたいと思っているので、皆様の積極的 

 な意見、要望をよろしくお願いする。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

○ 平素から警察活動の各般にわたり、御理解と御支援を賜り御礼申し上げる。 

○ 本年、４月１日付けで早良区を管轄する早良警察署と、城南区を管轄する城南

警察署に分割された。詳細については、後ほど説明する。 

○ 警察署協議会設置の経緯、運営の基本にあるように、皆様から幅広い意見をい

ただくことで、よりよい街になっていくものと考えている。本日も忌憚のない御

意見をお願いする。 
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【報告事項】 

１ 早良警察署の概要（署長） 

 ⑴ 新早良警察署の概要 

  ア 城南警察署との分割日 

  イ 管轄 

  ウ 体制 

 ⑵ 早良区の事件事故等の状況について 

ア 刑法犯発生状況 

イ 交通事故発生状況 

ウ ニセ電話詐欺発生状況 

２ ニセ電話詐欺対策（生活安全課長） 

 ⑴ ニセ電話詐欺の現状 

 ⑵ 巧妙な犯罪手口（生の音声） 

 ⑶ 各種対策 

 

【質疑・意見・要望等】 

 ○ 委員から「よう撃捜査とは、どういった捜査か。」旨の質疑があり、刑事管  

  理官が「特定の犯人が絞れていない連続発生している事件などにおいて、分析

結果に基づき、次の発生現場を予想し同所において警戒を強化したり、証拠を

集める捜査手法である。」旨回答した。 

  

○ 委員から「ニセ電話詐欺の被害が最も多い高齢者に対する対策として、老人

ホームなどの施設での啓発活動を引き続きお願いする。」旨の発言があり、署

長が「了解した。なお、地域で行われる会合等に出てくる方よりも、そういっ

た会合に出席しない方が被害に遭う可能性が高いことから、地域警察官による

巡回連絡等を利用し、本人や家族等に対する広報啓発活動を推進していく。」

旨回答した。 

 

○ 委員から「現在、利用しているインターネットバンキングは専門用語が難し

く、具体的にどのような対策を取ればよいのか分からない。」旨の発言があり、

生活安全課長等が「インターネットバンキングを利用した犯罪が発生した際

は、幅広い年齢層の方々に対し、より分かりやすい広報啓発活動を推進してい

く。」旨回答した。 
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 ○ 委員から「ニセ電話詐欺グループが所有している名簿に登載された方などに

対する被害対策等は行っているのか。」旨の質問があり、副署長が「ニセ電話

詐欺等の捜査の過程で入手した押収名簿登載者に対しては、福岡県警本部生活

安全総務課からハガキを送付する等して注意喚起を促している。」旨回答した。 

 

○ 委員から「ニセ電話詐欺の電話があった際、だまされた振りをして相手の名

前や連絡先を聞いてはどうか。」旨の発言があり、署長等が「実際にだまされ

た振り作戦として行っており、犯人が自宅に来る旨の連絡があれば、秘匿で警

察官を配置し、犯人を現行犯逮捕するなどしている。」旨回答した。 

 

○ 委員から「施設内の高齢者が行方不明になった場合、誰がどのような届出を 

行えば良いのか。」旨の質問があり、地域管理官が「まず高齢者の行方不明は、 

時間経過とともに危険性が高まることから、早急に警察への届出をお願いす

る。警察としても、届出が早いほど体制や対策が取りやすく、早期発見に繋が

ると考えている。届出については、親族の方が近隣に居なければ、介護施設の

方でも可能である。ただし、届出をされる際、その方の特徴や写真等が必要に

なることから、福岡市が行っている『捜してメール』の登録を行うことを推奨

している。」旨回答した。 

 

【公安委員講評】 

 ○ 早良警察署長を始めとする署員の皆様、早良警察署協議会員の皆様におかれ

ましては、管内の治安維持に多大なる御尽力いただいていることに対し、市民

を代表して感謝申し上げる。 

 ○ 警察署協議会は日本の警察行政と我々市民のパイプ役になる大切な会議で

ある。日本が誇る、この大切な会議を継続し、これからも我々市民が安心して

住みやすい安全な町づくりを警察と共に築いていきたいと考えている。 

 

【閉会】（会長） 

 以上で、令和４年度第１回早良警察署協議会を閉会する。 


